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地区区分線（一般地区）

重点地区

景観計画区域

※一般地区とは、重点地区以外を示します。
重点地区（候補）

景観計画区域の区分図　（詳細な境界線は窓口にて確認してください）

Aタイプに該当する地区では、　　　　　　　　　　　　のみを運用し、Bタイプに該当する地区で

は、　　　　　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　を加えた景観形成基準を運用します。共通の基準

共通の基準

地区独自の基準

タイプ 地区名 運用する景観形成基準

共通の基準

伊勢湾沿岸地区

雲出川沿い田園地区

櫛田川沿い田園地区

中心市街地地区

中川駅周辺市街地地区

丘陵地区

和歌山街道沿い地区

山地地区

Aタイプ

Bタイプ
地区独自の基準

共通の基準

景観形成基準

各地区共通に適用される基準

共通の基準

当該地区のみに適用される基準

地区独自の基準

景観形成基準は、共通の基準と地区独自の基準で構成されています。

各地区と運用する景観形成基準の関係
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２－１．景観形成基準（一般地区）
第２章　良好な景観の形成に向けた景観形成基準について

Ｇ:波瀬周辺地区Ｇ:波瀬周辺地区

２－１．景観形成基準（一般地区）
第２章　良好な景観の形成に向けた景観形成基準について



項目 内容

規
模
・
配
置

規模・

配置

○規模及び配置は、周辺景観との調和に配慮したものとすること。

・建築物が、豊かな自然環境や歴史的景観資源等に近接する場合は、そ

の保全及び活用に配慮した規模及び配置とすること。

・周辺に樹林地などがある場合は、できる限りその高さ以内にとどめる

規模とすること。

・商業地や工業地においては、敷地内に建築物や工作物等が複数ある場

合、それらがまとまりのある配置となるよう工夫すること。

壁面 ○壁面は、立地条件にあわせ、後退するかあるいは周辺の壁面との調和

に配慮したものとすること。

・壁面は、道路から出来る限り後退するか、やむを得ず後退できない場

合は、壁面の前面部を生垣や植栽等により修景すること。

・歴史的まち並みが整っている地区あるいは街路景観の整っている地区

においては、周辺のまち並みとの連続性に配慮した配置等により、壁

面線の統一に努めること。

・壁面線を統一することにより道路への圧迫感が生じる場合は、塀や垣、

植栽等により壁面線の連続性を確保すること。

形
態
・
意
匠

形態・

意匠

○形態及び意匠は、周辺景観との調和に配慮するとともに、建物全体の

統一感の確保及び単調さや圧迫感を与えない壁面となるような形態・

意匠に配慮すること。

・歴史的まち並みが整っている地区あるいは街路景観の整っている地区

においては、周辺のまち並みとの連続性に配慮した形態及び意匠とす

ること。

・壁面は、適度に仕様を分け、窓などの開口部を設置することなどによ

り、単調さや圧迫感を与えない形態・意匠とすること。

景観形成基準 共通の基準

ア．建築物又は工作物の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
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項目 内容 

形
態
・ 

意
匠

 

附属 

建築物・ 

附属 

設備 

○附属建築物及び附属設備は、周辺景観と調和するよう工夫すること。 

・車庫、自転車置き場、機械室などの附属建築物及び屋外階段、ごみ集

積所等がある場合は、これを主体となる建築物と調和させ、一体感の

ある形態・意匠、色彩とすること。 

・外壁又は屋上に設ける附属設備は、ルーバー等により覆うなど露出さ

せないようにし、建築物本体及び周辺の景観との調和を図ること。 

・附属設備がやむを得ず露出する場合は、できるだけ建築物本体と色彩

を合わせる等同質の仕上げにより、目立たないよう配慮すること。 

○建築物の外構は、周辺景観との調和に配慮したものとすること。 

・敷地の境界を囲う場合は、生垣の植栽に努め、塀や柵等を設ける場合

は、歩行者等に威圧感や圧迫感を感じさせない形態・意匠とすること。 

色彩 

○色彩は、落ち着いたものとし、周辺景観との調和に配慮すること。 

・基調となる色は、落ち着いたものとし、マンセル表色系において各色

相に応じ明度・彩度の上限を次のように定める。ただし、着色してい

ない木材、土壁、無彩色のガラス等の色彩はこの限りでない。 

・アクセント色の使用に際しては、各面とも見付面積の５分の１以下の

範囲内とし、基調となる色との調和に工夫すること。 

 

対象 色相 明度 彩度 

外壁 

基調色 

ＹＲ～5Ｙ 
8以上の場合 4以下 

8未満の場合 6以下 

Ｒ、5.1Ｙ～10Ｙ － 4以下 

その他 － 2以下

屋根色 

ＹＲ～5Ｙ 7以下 6以下 

Ｒ、5.1Ｙ～10Ｙ 7以下 4以下 

その他 7以下 2以下  

素材 

○素材は、周辺景観に調和するものとすること。 

・反射性のある素材は、主要な屋根や壁面などの大部分(２分の１以上)

にわたって使用することは避けること。ただし、無彩色のガラスは除

く。 

緑化 

○行為地内においては、できる限り多くの部分を緑化すること。 

・植栽は、槇等、周辺の景観と調和のとれた樹種とすること。  

・住宅地においては、シンボルツリーなどの植栽により、通りに彩りを

添える工夫をすること。 

・工業地においては、周辺への圧迫感等を和らげるよう樹種、樹高に配

慮すること。  

夜間の照明 
○夜間の屋外照明は、過剰な光が周囲に散乱しないようにし、周辺の状

況に応じて照明方法等を工夫すること。 

外構
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形態・意匠 ・行為にあたっては、できる限り現況の地形を活かし、長大なのり面又

は擁壁が生じないようにすること。 

緑化 ・のり面は、できる限りゆるやかな勾配とし、周辺の植生と調和した樹

種により緑化を図ること。 

・行為地にある樹木は、できる限り保存又は移植によって、修景に活か

すこと。 

採取等の方法 ・土石の採取又は鉱物の掘採の場所は、できる限り道路等の公共の場所

から目立ちにくいよう、採取又は掘採の位置、方法を工夫すること。 

遮へい ・遮へいする場合は、できる限り植栽又は塀等を設置し、背景の景観や

周辺景観との調和に配慮すること。 

緑化 ・採取又は掘採後の跡地は、できる限り周辺の植生と調和した緑化を図

ること。 

集積、貯蔵の方法 ・積み上げに際しては、できる限り道路、公園等の公共の場所から目立

ちにくい位置及び規模とするとともに、整然とした集積又は貯蔵とす

ること。 

遮へい ・積み上げに際しては、できる限り道路、公園等の公共の場所から見え

ないよう、周辺の景観との調和に配慮した植栽又は塀等で遮へいする

こと。 

項目 内容 

そ
の
他

 

・携帯電話基地局や再生可能エネルギー発電設備など、その他の工作物

 （以下「その他工作物」という。） については、敷地境界からできる

  限り後退し、過大な高さにならないよう配慮するとともに、周囲の景

　観から突出しないよう配慮すること。 

・また、周囲の公共の場所から目立たないよう位置や形状に配慮し、周

  辺景観との調和に工夫すること。

・その他工作物の色彩等は、目立たない色彩や反射の少ない素材を採用

  するなど、周辺景観との調和に配慮すること。

・その他工作物は、遮へい効果のある生垣や板塀等を敷地周囲に配置す

  るなど周辺景観との調和に工夫すること。

 

その他
工作物
　等
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第２章　良好な景観の形成に向けた景観形成基準について

イ．開発行為又は土地の開墾その他の土地の形質の変更
（土石の採取又は鉱物の掘採を除く）

ウ．土石の採取又は鉱物の掘採

エ．屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積



形態・意匠

緑化

形態・意匠

□中心市街地地区／中川駅周辺市街地地区

□和歌山街道沿い地区／山地地区

形態・意匠

□丘陵地区

商業地においては、ゆとりや開放感を確保するため、多くの部分が緑

化できない場合は、シンボルツリーなどの植栽により、通りに彩りを

添える工夫をすること。

・

主要な屋根は、周辺の丘陵地との調和に配慮し、10分の２～10分の

５勾配のある屋根を原則とすること（工業地は除く）。

ただし、勾配屋根を採用することにより建築物の高さが著しく増加

する場合で、かつ、勾配屋根以外の方法で丘陵地との調和に配慮し

た場合はこの限りでない。

主要な屋根は、背景の山並みとの調和に配慮し、10分の２～10分の

５勾配のある屋根を原則とすること（工業地は除く）。

ただし、勾配屋根を採用することにより建築物の高さが著しく増加

する場合で、かつ、勾配屋根以外の方法で背景の山並みとの調和に

配慮した場合はこの限りでない。

商業地における低層階については、ゆとりや開放感を確保するととも

に、車両出入口やバックヤードの配置等に留意し、賑わいの連続性

の確保に配慮すること。

・

・

・

地区独自の基準に該当する項目及び内容は次のとおりです。

景観形成基準 地区独自の基準

ア．建築物又は工作物の新築（新設）、増築、改築若しくは移転、
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
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建築物等の大きさや敷地内の配置を周辺の状況に揃え、まち並みの連続性の確保、周辺の自然
環境や山並みに溶け込むような建築物等の規模・配置とする。

○規模及び配置は、周辺景観との調和に配慮したものとすること。
概念
基準

チェック項目の図解等

規模・配置

ア．建築物又は工作物の新築(新設）、増築、改築若しくは移転、
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

共通の基準
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２－２．景観形成基準の解説



配慮した例

周辺のまち並みから突出している 高さを抑え、まち並みと調和した

配慮した例

背後の自然景観を隠している 分棟化し、背後の自然景観が見渡せるよ
うになった

敷地 敷地

配慮した例

背後の山や寺社が見えない 高さや配置を工夫し、山や寺社が見える
ようになった

①道路等から周辺の自然環境や歴史的景観を遮へいしない、敷地内の配置計画、高さと
規模のバランス。

②ボリューム感をおさえるため、建築物等の分棟化。
（建物用途を有効に区分出来る場合）

③周辺のまち並みから突出したり違和感を生じない高さ。

チェック項目の図解等

○建築物が、豊かな自然環境や歴史的景観資源等に近接する場合は、その保全
及び活用に配慮した規模及び配置とすること。

個別
基準

規模・配置 共通の基準
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敷地

敷地 敷地

敷地

背後の樹林地の高さを超えている 建築物等の高さは変更していないもの
の、配置を工夫することで樹林地に溶け
込むよう配慮された

背後の樹林地の高さを超えている 建築物等の高さは変更していないもの
の、樹林地からできるだけ離して配置し、
自然景観の保全に配慮された

配慮した例

配慮した例

背後の樹林地の高さを超えている 背後の樹林地の高さ以下に抑え、樹林地
に溶け込むよう配慮された

配慮した例

②周辺の樹林地より建築物等がどうしても高くなる場合、できる限り目立たない配慮。

①周辺の樹林地の高さを超えない建築物等の高さ。

チェック項目の図解等

個別
基準

○周辺に樹林地などがある場合は、できる限りその高さ以内にとどめる規模とする
こと。

規模・配置 共通の基準
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隣地境界線道路境界線

離す

隣地境界線道路境界線

配慮した例

道路側に高い建物が配置され、圧迫感を
与えている

手前に低い建物、奥に高い建物を配置す
ることで、圧迫感が軽減された

隣地境界線道路境界線 隣地境界線道路境界線

スカイラインが凸凹し、まとまりが感じ
られない

手前から奥に向かって順に高くなる建物
配置により、スカイラインが整い、圧迫
感が軽減された

配慮した例

道路

駐車場

駐車場

敷地
建物

道路

駐車場

敷地
建物

建築物等が分散して配置され、まとまり
がない

建物の配置を工夫し、まとまりあるもの
となった

配慮した例

①建築物等が分散せず、まとまりのある敷地利用。

②規模の大きさに応じたバランスの良い配置計画。

③規模の大きな建物は道路等からできる限り離れた位置に配置。

チェック項目の図解等

○商業地や工業地においては、敷地内に建築物や工作物等が複数ある場合、そ
れらがまとまりのある配置となるよう工夫すること。

個別
基準

規模・配置 共通の基準
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建築物等の壁面の位置は、周辺の建築物等の状況に応じて、道路境界線から後退して圧迫感を
軽減するか、壁面の位置を揃えまち並みの連続性の確保を図るなど、周辺の建築物等に揃えた
位置とする。

○壁面は、立地条件にあわせ、後退するかあるいは周辺の壁面との調和に配慮し
たものとすること。

概念
基準

チェック項目の図解等

壁面 共通の基準
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道路境界線 道路境界線

道路付近まで壁面が迫り、歩行者等に圧
迫感を与えている

壁面は後退していないが、建物前面に植
栽を設けることで、圧迫感が軽減された

配慮した例

道路境界線 道路境界線

後退

配慮した例

道路付近まで壁面が迫り、歩行者等に圧
迫感を与えている

上層階の壁面を後退して道路から見えに
くくすることで、圧迫感が軽減された

道路境界線

後退

道路境界線

道路境界線

後退
道路付近まで壁面が迫り、歩行者等に圧
迫感を与えている

1階部分の壁面を後退して歩行者空間を
広げることで、圧迫感が軽減された

壁面を後退することで、圧迫感が軽減さ
れた

配慮した例

配慮した例

①壁面は、歩行者等に圧迫感を与えないよう道路から出来る限り後退。

②やむを得ず壁面後退出来ない場合、壁面の前面部を生垣や植栽等で修景。

チェック項目の図解等

○壁面は、道路から出来る限り後退するか、やむを得ず後退できない場合は、壁
面の前面部を生垣や植栽等により修景すること。

個別
基準

壁面 共通の基準
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壁面が後退しているが、隣地との境界部
に周辺と調和する塀を設置し、まち並み
が連続して見えるように配慮された

壁面が後退しているため、まち並みが途
切れている

配慮した例

壁面は後退しているが、塀を設置し、ま
ち並みの連続性の確保に配慮された

壁面が後退しているため、まち並みが途
切れている

配慮した例

壁面が後退しているため、まち並みが途
切れている

周辺のまち並みと壁面の位置等を揃える
ことで、まち並みの連続性の確保に配慮
された

配慮した例

①まち並みの連続性に配慮した壁面の配置。

②やむを得ず建築物等本体を周辺のまち並みから後退させる場合、壁面線の連続性に配
慮した門や塀、植栽等を設置。

③門や塀、植栽等を設置出来ない場合、まち並みの連続性に配慮した隣地境界塀等の設
置。

チェック項目の図解等

○歴史的まち並みが整っている地区あるいは街路景観の整っている地区において
は、周辺のまち並みとの連続性に配慮した配置等により、壁面線の統一に努め
ること。

個別
基準

壁面 共通の基準
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壁面の位置を後退し、圧迫感の軽減を図
るとともに、周辺の建物の壁面の位置に
植栽帯や塀を設けることで、まち並みの
連続性も確保された

配慮した例

配慮した例

周辺の建物と壁面の位置を揃えたことに
より、圧迫感が生じてしまっている

①壁面線を統一することにより道路への圧迫感が生じる場合、塀や垣、植栽等による壁
面線の連続性の確保。

チェック項目の図解等

壁面 共通の基準

○壁面線を統一することにより道路への圧迫感が生じる場合は、塀や垣、植栽等
により壁面線の連続性を確保すること。

個別
基準
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建築物等の形態や意匠は周辺の状況に合わせたものとすることで、まち並みの統一感の確保や
周辺の自然環境や山並みとの調和を図るとともに、建築物等の統一感を確保しつつ、適度に仕
様を分けるなど単調さや圧迫感を与えないような形態・意匠とする。

チェック項目の図解等

○形態及び意匠は、周辺景観との調和に配慮するとともに、建物全体の統一感の
確保及び単調さや圧迫感を与えない壁面となるような形態・意匠に配慮するこ
と。

概念
基準

形態・意匠 共通の基準
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周辺の景観と調和しない建物により、無
秩序なまち並みとなっている

建物の形態・意匠を周辺のまち並みと揃
え、まとまりのあるまち並みの連続に配
慮された

配慮した例

和風の瓦などのデザインを取り入れ、歴
史的なまち並みに配慮された

周辺の歴史的なまち並みと調和しない形
態・意匠により、まち並みの連続性が途
切れている

配慮した例

周辺の歴史的なまち並みと調和しない形
態・意匠により、まち並みの連続性が途
切れている

低層部に格子や瓦など、周辺と調和した
デザインを取り入れたことにより、まち
並みの連続性が確保された

配慮した例

③街路景観の整っている地区では、周辺の建築物等から突出しない形態・意匠とし、ま
ち並みの連続性を確保。

②歴史的なまち並みが周辺にある場合で、地区特有のデザイン要素を活かせない場合、
屋根勾配、屋根形状等和風を感じさせるような形態・意匠。

①歴史的なまち並みが周辺にある場合、地区特有の軒や庇、格子等のデザイン要素を活
かし低層部を修景。

チェック項目の図解等

○歴史的まち並みが整っている地区あるいは街路景観の整っている地区におい
ては、周辺のまち並みとの連続性に配慮した形態及び意匠とすること。

個別
基準

共通の基準形態・意匠
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開口部を設け、圧迫感が軽減された単調な壁面により、歩行者等に圧迫感を
与えている

配慮した例

単調な壁面により、歩行者等に圧迫感を
与えている

低層部の仕上げを使い分け、圧迫感が軽
減された

配慮した例

単調な壁面により、歩行者等に圧迫感を
与えている

庇などを設置することにより、壁面が分
割され、圧迫感が軽減された

配慮した例

③壁面には威圧感を軽減するための有効な開口部の設置。

②形態や素材、色彩などを低層部と中層部で適度に使い分け、単調な壁面にならない配
慮。

①単調な壁面の連続により歩行者等に圧迫感を与えない配慮。

チェック項目の図解等

○壁面は、適度に仕様を分け、窓などの開口部を設置することなどにより、単調さや
圧迫感を与えない形態・意匠とすること。

個別
基準

共通の基準形態・意匠
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店舗等
店舗等

道路

店
舗

搬
入
路

店舗等
店舗等

道路

店
舗

搬入路

搬入路の進入口が広くとられ、店舗等の
連続性が途切れている

バックヤードの位置を工夫し、搬入路の
進入口を最小限の幅に抑えたことで、に
ぎわいの連続性に配慮された

配慮した例

低層階にショーウインドウが設けられて
いるものの、ゆとりや開放感が感じられ
ない

建物の配置を工夫し、オープンスペース
を確保することで、ゆとりや開放感の創
出に配慮された

配慮した例

低層階に開口部が少なく、にぎわいが感
じられない

低層階にショーウィンドウを設け、にぎ
わいの演出に配慮された

配慮した例

③にぎわいがとぎれないよう、バックヤードの配置等に配慮。

②壁面を後退し、オープンスペースを確保するなどの配慮。

①低層階を中心とした、にぎわいの演出。

チェック項目の図解等

個別
基準

○商業地における低層階については、ゆとりや解放感を確保するとともに、車両出
入口やバックヤードの配置等に留意し、賑わいの連続性の確保に配慮するこ
と。

形態・意匠 中心市街地地区 中川駅周辺市街地地区

28

建
築
物
又
は
工
作
物
の
新
築
（
新
設
）
、
増
築
、
改
築
若
し
く
は
移
転
、

外
観
を
変
更
す
る
こ
と
と
な
る
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
又
は
色
彩
の
変
更

ア

景
観
形
成
基
準

（
一
般
地
区
）

2-1

景
観
形
成
基
準

の
解
説

2-2

参
考
資
料

届
出
が
必
要
な

行
為
と
規
模

1-1

景
観
条
例
に
基
づ
く

届
出
の
流
れ

1-2

形
態
・
意
匠

中
心
市
街
地
地
区

中
川
駅
周
辺
市
街
地
地
区

第２章　良好な景観の形成に向けた景観形成基準について



山地地区和歌山街道沿い地区形態・意匠

○主要な屋根は、周辺の丘陵地との調和に配慮し、10分の２～10分の５勾配のある屋根

を原則とすること（工業地は除く）。ただし、勾配屋根を採用することにより建築物の高さ

が著しく増加する場合で、かつ、勾配屋根以外の方法で丘陵地との調和に配慮した場

合はこの限りでない。

個別
基準

○主要な屋根は、背景の山並みとの調和に配慮し、10分の２～10分の５勾配のある屋根
を原則とすること（工業地は除く）。ただし、勾配屋根を採用することにより建築物の高さ

が著しく増加する場合で、かつ、勾配屋根以外の方法で背景の山並みとの調和に配慮

した場合はこの限りでない。

個別
基準

チェック項目の図解等

チェック項目の図解等

①10分の２～10分の５勾配のある屋根。

②周辺の丘陵地と調和する勾配の方向。

勾配屋根とすることで、丘陵地の稜線との調和に配慮された

屋根形状の工夫により、丘陵地の稜線と
の調和に配慮された

勾配屋根だが、丘陵地の稜線と調和して
いない

配慮した例

配慮した例

①10分の２～10分の５勾配のある屋根。

②背景の山並みと調和する勾配の方向。

勾配屋根とすることで、山の稜線との調和に配慮された

配慮した例

配慮した例

屋根形状の工夫により、背景の山の稜線
との調和に配慮された

勾配屋根だが、背後の山の稜線と調和し
ていない

形態・意匠

29
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2-2

1-1

1-2
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附属建築物や附属設備がある場合には、周辺景観との調和を図るだけでなく、主体建築物と一
体感のある意匠や色彩とすることで、主体建築物との調和を図り、できるだけ目立ちにくくな
るよう配慮をする。

○附属建築物及び附属設備は、周辺景観と調和するよう工夫すること。
概念
基準

チェック項目の図解等

附属建築物・附属設備 共通の基準
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鉄骨のむき出しの屋外階段は、周辺の景
観や主体となる建物と調和せず突出して
いる

屋外階段を主体建築物と同じ仕様にする
ことで、主体となる建物や周辺の景観と
の調和に配慮された

配慮した例

配慮した例

ごみ集積所や附属建築物が主体となる建
物と調和せず、乱雑なイメージを与えて
いる

ごみ集積所や附属建築物と主体となる建
物を同じ仕様とすることで、主体となる
建物や周辺の景観との調和に配慮された

配慮した例

①ごみ集積所その他の附属建物を主体建築物等と統一感のあるデザインや色彩。

②屋外階段が突出しないような、主体建築物等と一体感あるデザインや色彩。

チェック項目の図解等

○車庫、自転車置き場、機械室などの附属建築物及び屋外階段、ごみ集積所等が
ある場合は、これを主体となる建築物と調和させ、一体感のある形態・意匠、色
彩とすること。

個別
基準

附属建築物・附属設備 共通の基準
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室外機が露出している 室外機を格子で覆い、目立ちにくいよう
配慮された

配慮した例

室外機が露出している 室外機を据え置きにし、目立ちにくいよ
う配慮された

配慮した例

屋上設備がむき出しになっている 屋上設備をルーバーで覆い、目立ちにく
いよう配慮された

配慮した例

①屋上の設備等はパラペットやルーバー等で覆い、目立たないよう配慮。

②道路等に面して露出する室外機等を格子やルーバー等により修景。

チェック項目の図解等

○外壁又は屋上に設ける附属設備は、ルーバー等により覆うなど露出させないよ
うにし、建築物本体及び周辺の景観との調和を図ること。

○附属設備がやむを得ず露出する場合は、できるだけ建築物本体と色彩を合わ
せる等同質の仕上げにより、目立たないよう配慮すること。

個別
基準

附属建築物・附属設備 共通の基準

32

建
築
物
又
は
工
作
物
の
新
築
（
新
設
）
、
増
築
、
改
築
若
し
く
は
移
転
、

外
観
を
変
更
す
る
こ
と
と
な
る
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
又
は
色
彩
の
変
更

ア

景
観
形
成
基
準

（
一
般
地
区
）

2-1

景
観
形
成
基
準

の
解
説

2-2

参
考
資
料

届
出
が
必
要
な

行
為
と
規
模

1-1

景
観
条
例
に
基
づ
く

届
出
の
流
れ

1-2

附
属
建
築
物

・
附
属
設
備

共
通
の
基
準

第２章　良好な景観の形成に向けた景観形成基準について



建築物等の外構は、周辺のまち並みや自然環境、主体となる建築物等との調和に配慮し、生垣
など周辺景観に調和し、圧迫感を感じさせないもので囲うなどの配慮をする。

○建築物の外構は、周辺景観との調和に配慮したものとすること。
概念
基準

チェック項目の図解等

外構 共通の基準
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